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衆
議
院
議
員
山
内
康
一
君
提
出
サ
イ
バ
ー
テ
ロ
攻
撃
対
策
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
サ
イ
バ
ー
テ
ロ
攻
撃
対
策
」
を
含
む
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
に
つ
い
て
は
、
各
府
省
庁
が
そ
の
所
掌
に
応

じ
て
必
要
な
対
策
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
内
閣
官
房
に
お
い
て
、
官
民
に
お
け
る
統
一
的
、
横
断
的
な
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ

ィ
対
策
の
推
進
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
総
合
調
整
等
を
行
い
、
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
推
進
会
議
等
を
通
じ
て
、

国
会
や
府
省
庁
間
を
含
め
、
国
の
機
関
の
間
で
緊
密
な
連
携
を
図
っ
て
い
る
。

ま
た
、
政
府
と
し
て
は
、
「
国
民
を
守
る
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
戦
略
」
（
平
成
二
十
二
年
五
月
十
一
日
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ

ィ
政
策
会
議
決
定
）
で
示
さ
れ
た
取
組
等
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
予
算
の
確
保
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
の
た
め
に
は
、
諸
外
国
等
と
の
効
果
的
な
連
携
が
不
可
欠
で
あ
る
と
認
識
し
、

二
国
間
で
の
取
組
や
国
際
会
議
へ
の
参
画
等
を
通
じ
た
国
際
的
な
連
携
を
強
化
し
て
い
る
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
、
具
体
的
な

事
態
に
つ
い
て
も
関
係
各
国
等
と
の
間
で
情
報
交
換
を
行
っ
て
い
る
。

二
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

一



政
府
に
お
い
て
は
、
政
府
機
関
の
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
を
確
保
す
る
た
め
の
統
一
的
な
基
準
を
策
定
す
る
と
と
も
に
、
最

新
の
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
動
向
を
踏
ま
え
、
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
係
る
有
識
者
等
か
ら
広
く
意
見
を
聴
取
し
つ
つ
、
毎

年
そ
の
見
直
し
を
行
っ
て
き
て
お
り
、
「
政
府
機
関
の
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
の
た
め
の
統
一
規
範
」
（
平
成
二
十
三
年

四
月
二
十
一
日
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
政
策
会
議
決
定
）
等
を
策
定
し
て
い
る
。

ま
た
、
「
重
要
イ
ン
フ
ラ
の
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
に
係
る
第
二
次
行
動
計
画
」
（
平
成
二
十
一
年
二
月
三
日
情
報
セ

キ
ュ
リ
テ
ィ
政
策
会
議
決
定
）
に
基
づ
き
、
重
要
イ
ン
フ
ラ
分
野
に
お
い
て
安
全
基
準
等
の
整
備
及
び
浸
透
を
図
る
た
め
、

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
係
る
有
識
者
等
の
意
見
を
踏
ま
え
、
「
重
要
イ
ン
フ
ラ
に
お
け
る
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
確
保
に
係
る

「
安
全
基
準
等
」
策
定
に
あ
た
っ
て
の
指
針
（
第
三
版
）
」
（
平
成
二
十
二
年
五
月
十
一
日
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
政
策
会
議

決
定
。
以
下
「
指
針
」
と
い
う
。
）
等
を
策
定
し
、
重
要
イ
ン
フ
ラ
事
業
者
等
に
示
し
て
い
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

政
府
に
お
い
て
は
、
各
府
省
庁
が
業
務
に
お
い
て
得
た
サ
イ
バ
ー
攻
撃
に
係
る
情
報
を
内
閣
官
房
に
集
約
し
、
適
時
適
切

な
情
報
の
共
有
を
図
る
と
と
も
に
、
重
要
イ
ン
フ
ラ
事
業
者
等
に
対
し
、
指
針
等
に
基
づ
き
、
安
全
基
準
等
の
整
備
及
び
浸

透
を
図
る
な
ど
、
必
要
な
対
策
を
講
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
、
官
民
の
連
携
を
強
化
し
な
が
ら
情
報
セ
キ
ュ

二



リ
テ
ィ
対
策
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
。

三


